
↑現在、定員３３５人の消防団

消
防
団
員
の
定
員
を
削
減

　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
は
、
阿
久
根
市
に
本

部
が
あ
り
、
町
内
に
分
遣
所
を
２
カ
所
設
置
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
長
島
町
消
防
団
は
１
つ

の
本
部
と
11
の
分
団
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
部
は
鷹
巣
に
あ
り
、
各
分
団
は
お
お
む
ね

大
字
ご
と
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
消
防

団
員
の
定
員
は
３
３
５
人
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
消
防
団
は
、
合
併
前
の
旧
２
町

の
組
織
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
た
た
め
、

今
回
の
定
例
会
に
長
島
町
消
防
団
員
の
定
員
、

任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
す
る
条
例
が
可
決
さ
れ
、
平
成
19
年
４
月

１
日
か
ら
消
防
団
員
の
定
員
を
２
９
５
人
に
削

減
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

定
員
の
削
減
と
同
時
に
、
団
員
に
支
払
わ
れ

る
費
用
弁
償
の
一
部
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
改

め
ら
れ
た
の
は
、
訓
練
警
戒
、
出
会
、
特
別
訓

練
へ
の
費
用
弁
償
で
、
こ
れ
ま
で
１
日
５
２
０

０
円
だ
っ
た
も
の
が
４
７
０
０
円
に
な
り
ま
し

た
。

乳幼児医療助成制度の助成方法が変わります乳幼児医療助成制度の助成方法が変わります
３月か

ら
　これまでの乳幼児医療費助成制度の助成申請は、役場への申請書の提出が必
要でしたが、今回の定例会で乳幼児医療助成制度の一部を改正する条例が可決
されたことにより、助成方法が「自動償還方式」に変わりました。

　乳幼児が病院や診療所で受診した場合の助成を受ける手続きが簡素化されます。自動償還方式

◎
現
在
、
資
格
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
方
も
、
新
た
に
登
録
が
必
要
で
す

の
で
登
録
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
１
月
末
ご
ろ
対
象
者
に
は
通
知
）

◎
医
療
機
関
で
は
、
受
診
時
に
資
格
者
証
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
助
成
金
の
振
込
は
、申
請
し
て
か
ら
最
短
で
も
２
カ
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

◎
医
療
機
関
で
月
１
回
、「
乳
幼
児
医
療
費
自
己
負
担
額
支
払
明
細
書
個
票
」

　

の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
平
成
19
年
２
月
ま
で
に
受
診
さ
れ
た
方
や
県
外
の
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ

　

た
方
は
、
従
来
ど
お
り
の
申
請
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

病院・診療所

国民健康保険団体連合会

▼

受診

助成金の振込

助成金の振込

申　請

【現　行】 【３月から】
役場へ申請書を提出 医療機関で手続きは終了

月に１回「支払明細書個票」の記入

【問い合わせ先】役場保健衛生課　環境衛生係　℡ 0996-86-1111　内線 1103

▼

役　　場

乳幼児の保護者

乳幼児

役　　場

Town_Nagashima  Public  Relations7


